
  
  

 

Q：こども誰でも通園制度ってどんな事業？？  

Q：誰でも利用できるの？？ 

Q：こどもは保育所等でどう過ごすの？ 

Q：育児の悩み相談もできるの？？ 

 

 

 

 



 

保育要件 

不要 

育休中でも 

利用可能 

選べる 

１４施設 

利用料 

３００円/ｈ 
を上限に施設により徴収 

未就園児の子育ち支援を行います！！ 

就労要件を問わず、月１０時間までの範囲でご自宅の近くの保育施設の利用が可能。 

定期的な通園でお子様が集団生活を経験でき、保育士等からの専門性を生かした支援を受けられます。 

育児のリフレッシュにもご活用ください。 

ご質問は 

宇治市保育支援課 まで 

0774-20-8732(直通) 


